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【指針本文】 

３．発注体制の強化等 

各発注者は、発注関係事務を適切に実施するための環境整備として、以下の事項に取

り組む。 

 

３－１ 発注体制の整備等 

（発注者自らの体制の整備） 

各発注者において、自らの発注体制を把握し、体制が十分でないと認められる場合

には発注関係事務を適切に実施することができる体制を整備するとともに、国及び都

道府県等が実施する講習会や研修を職員に受講させるなど国及び都道府県等の協力・

支援も得ながら、発注関係事務を適切に実施することができる職員の育成に積極的に

取り組むよう努める。国及び都道府県は、発注体制の整備が困難な発注者に対する必

要な支援に努める。 
 

【解 説】 

 ○ 自らの発注体制を把握   

自らの発注体制を把握するため、自己評価を行っている取組として、以下の事例がある。 
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【発注関係事務の適切な実施に向けた取組に関する自己評価（中部ブロック発注者協議会）】 

 
出典）「発注関係事務の適切な実施に向けた取り組みに関する自己評価について（令和 5 年度実績）」 

（令和 6 年 6 月 中部ブロック発注者協議会） 
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 ○ 国及び都道府県の協力・支援   

国及び都道府県の協力・支援の取組として、以下の事例がある。 
【品質確保に向けた支援の実施（北陸地方整備局）】  

 
 
【総合評価関係事務の演習講習会（北陸地方整備局）】  
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【品質確保に関する相談窓口の開設（北陸地方整備局）】  

 
出典）「令和 6 年度 北陸ブロック発注者協議会」（令和 6 年 5 月） 
  
【公共建築相談窓口の設置（国土交通省本省及び地方整備局）】  

 
出典）国土交通省作成資料  
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【指針本文】 

（外部からの支援体制の活用） 

国及び都道府県は、発注者の発注関係事務の実施を支援するため、自らの保有する

研修機関において研修や講習会等を開催するとともに、民間団体等の研修機関の活用

や産学官の専門家との連携を促すなど、発注者の技術力向上に資する機会を積極的に

設けるよう努める。また、地方公共団体がより積極的に研修等を活用できるよう、支

援体制の充実に努める。 

各発注者において発注関係事務を適切に実施することが困難であると認められる場

合には、国及び都道府県による協力や助言等を得ることなどにより、発注関係事務を

適切に実施することができる者の活用に努める。 

また、地方公共団体等において国及び都道府県以外の者を活用し、発注関係事務の

全部又は一部を行わせることが可能となるよう、国及び都道府県は、公正な立場で継

続して円滑に発注関係事務を遂行することができる組織や、発注関係事務を適切に実

施することができる知識・経験を有している者を適切に評価することにより、発注関

係事務を適切に実施することができる者の選定を支援するとともに、その者の育成・

活用の促進に努める。 
 

【解 説】 
 ○ 発注関係事務を適切に実施することができる者の活用  １）２） 

発注関係事務を適切に実施することができる者の選定支援を目的とした発注者支援機関を認定

する取組として、以下の事例がある。 
【発注者支援機関の認定制度に関する取組（品質確保に関する推進協議会（中部））】   

  
出典）「国土交通省 中部地方整備局 HP 公共工事の品質確保に関するページ「発注者支援業務等の認定

について」」 
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建築分野では、全国営繕主管課長会議により、公共建築における発注関係事務に係る支援方策

が検討され、「発注者支援業務事例集」「発注者支援業務等業務委託様式事例集」等が取りまとめら

れている。 
国土交通省では、こうした取組を含め、発注関係事務を公正に行うことができる条件を備えた

者の適切な評価等について、さらに検討を進めていくこととしている。 
 
                        
（参考資料） 
１）「発注者支援業務事例集」（平成 19 年 3 月（最終平成 30 年 5 月）全国営繕主管課長会議） 
２）「発注者支援業務等業務委託様式事例集」（令和元年 6 月全国営繕主管課長会議） 
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【指針本文】 

３－２ 発注者間の連携強化 

（工事・業務成績データの共有化・相互活用等） 

技術提案の適切な審査・評価、監督・検査、工事・業務成績評定等の円滑な実施に

資するため、各発注者間における要領・基準類の標準化・共有化に努めるとともに、

その他の入札契約制度に係る要領等についても、その円滑かつ適切な運用に資するた

め、地域発注者協議会等の場を通じて、各発注者間における共有化に努める。 

最新の施工実態や地域特性等を踏まえた積算基準等の各工事や業務への適用が可能

となるように、積算システム等の各発注者間における標準化・共有化に努める。また、

新規参入を含めた事業者の技術的能力の審査を公正かつ効率的に行えるよう、各発注

者が発注した工事・業務の内容や成績評定、当該工事・業務を担当した技術者に関す

るデータの活用に努める。 

工事・業務成績評定については、評定結果の発注者間の相互利用を促進するため、

各発注者間の連携により評定項目、評定方法の標準化を進める。 

各発注者は工事・業務の内容等を踏まえ、その成績評定に関する資料のデータベー

スを整備し、データの共有化を進める。 
 

【解 説】 
 ○ 積算システム等の各発注者間における標準化・共有化   

国土交通省では、発注者間で緊密な連携を図る取組の一つとして、積算システム等の標準化に

ついての検討を進めている。 
また、公共建築工事については、国及び地方公共団体において、営繕積算システムを開発し、そ

の活用を推進している。 
【営繕積算システムの概要】  

 
出典）国土交通省作成資料  
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 ○ 工事の内容や成績評定、当該工事を担当した技術者に関するデータの活用   

成績評定を発注者間で相互利用するためのツールとして、工事・業務実績情報に関するデータ

ベースがある。その一例として、一般財団法人日本建設情報総合センター（ＪＡＣＩＣ）が運営す

るシステム（コリンズ・テクリス※）があり、その概要は以下のとおりである。 
建築関係の設計業務については、一般社団法人公共建築協会が運営する公共建築設計者情報シ

ステム（ＰＵＢＤＩＳ）がある。 
 

【コリンズ・テクリスの概要と流れ】  
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出典）一般財団法人日本建設情報総合センター（JACIC）HP  
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 ○ 評定結果の発注者間の相互利用を促進   

国土交通省では、一部の地方整備局において、地方公共団体における工事成績等を活用する取

組を実施している。 
【自治体評価型総合評価方式（関東地方整備局）】  

  

 
出典）「関東地方整備局における総合評価落札方式の適用ガイドライン」（令和 6 年度版） 
（令和 6 年 10 月国土交通省関東地方整備局） 
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【地方自治体発注工事の工事実績評価】（中国地方整備局） 

 
出典）「令和 6 年度の入札・契約方針」（令和 6 年 9 月国土交通省中国地方整備局） 
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 ○ 評定項目、評定方法の標準化（工事）   １）２） 

国土交通省では、工事成績評定結果の発注者間（国、地方公共団体等）の相互利用を促進するた

め、標準化の方法等の詳細について検討しているところである。 
【工事成績評定の標準化の目的】  

 
出典）「国土交通省直轄事業の建設生産システムにおける発注者責任に関する懇談会 品質確保専門部会 

（第１回）」（平成 19 年７月国土交通省） 
 
また、国土交通省では、一部の地方整備局において、市町村等における工事成績評定時の参考と

なるよう、「小規模（市町村）工事成績評定要領（案）」を作成している。 
公共建築工事については、「工事成績評定要領作成指針」をとりまとめ、国、都道府県及び政令

市において公共建築工事の成績評定の標準化を図っている。 
また、同意する発注者間で工事成績データの共有化を実施している。 
 

 ○ 成績評定・要領等の標準化（業務）   ３）４） 

国土交通省では、厳正かつ的確な評定の実施を図り、受注者の適正な選定及び指導育成に資す

ることを目的として委託業務等の成績評定要領を策定している。公共土木工事に係る設計業務等

については、現在、標準化の方法等の詳細について検討しているところである。 
公共建築工事に係る建築設計等委託業務については、「公共建築設計等委託業務成績評定基準」

を各省庁統一の基準として制定するとともに、国、都道府県及び政令市において「建築設計等委託

業務成績評定要領作成指針」等をとりまとめ、成績評定の標準化を図っている。また、同意する発

注者間で業務成績データの共有化を実施している。 
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【建築設計等委託業務における成績評定の相互利用機関（令和 4 年 4 月 1 日現在）】 
衆議院、参議院、国立国会図書館、最高裁判所、内閣府沖縄総合事務局、法務省、文部科学省、 
農林水産省、環境省、防衛省、青森県、茨城県、京都府、島根県、佐賀県、国土交通省 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        

  

（参考資料） 
１）「小規模（市町村）工事成績評定要領（案）」（平成 22 年 2 月国土交通省中部地方整備局） 
２）「公共建築工事成績評定要領作成指針」（平成 19 年 4 月（最終令和 3 年 8 月）中央官庁営繕担当課長連絡

調整会議、全国営繕主管課長会議） 
３）「公共建築設計等委託業務成績評定基準」（平成 21 年 4 月国土交通省） 
４）「建築設計等委託業務成績評定要領作成指針」（平成 19 年 3 月中央官庁営繕担当課長連絡調整会議、全国

営繕主管課長会議） 
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【指針本文】 

（発注者間の連携体制の構築） 

各発注者は、本指針を踏まえて発注関係事務を適切かつ効率的に運用できるよう、

地域ブロック毎に組織される地域発注者協議会等に協力し、発注者間の情報交換や連

絡・調整を行うとともに、発注者共通の課題への対応や各種施策の推進を図る。 

また、地域発注者協議会等を通じて、各発注者の発注関係事務の実施状況等を把握

するとともに、それを踏まえて、各発注者は発注関係事務の適切かつ効率的な運用の

実施のために必要な連携や調整を行い、支援を必要とする市町村等の発注者は、地域

発注者協議会等を通じて、国や都道府県の支援を求める。さらに、国土交通省が全国

の事務所等に設置している「品確法運用指針に関する相談窓口」を活用し、実務担当

者間での意見交換等を実施するための体制を構築する。 
 

【解 説】 
 ○ 地域発注者協議会等を通じて連携や調整   

各地方ブロックに組織されている地域発注者協議会において、発注者間の連携により、様々な

取組が実施されているところである。 
【関東ブロック発注者協議会の取組】  

 
出典）「発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会 建設生産・管理

システム部会（令和元年度 第 2 回）」（令和 2 年 2 月国土交通省） 
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品確法運用指針に基づき、各施策の更なる推進を図るため、地域発注者協議会において、体制の

強化や各都道府県の協議会の設置などの取組が行われているところである。 
【各県の協議会の設置（中部ブロック発注者協議会）】  

  
出典）「令和 6 年度中部ブロック発注者協議会幹事会」（令和 6 年 6 月） 
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【実施体制（近畿ブロック発注者協議会）】  

  
出典）「近畿ブロック発注者協議会（第 17 回）」（令和 6 年 4 月） 
 


